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附
属
書
六
（
第
七
章
関
係
）

第
一
編

日
本
国
の
表

１

こ
の
表
は
、
日
本
国
が
次
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
義
務
に
適
合
し
な
い
現
行
の
措
置
を
維
持
し
、
又
は
新

た
な
若
し
く
は
一
層
制
限
的
な
措
置
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
の
分
野
、
小
分
野
又
は
活
動
に
関
す
る
留
保
に
つ
い

て
、
第
百
八
条
２
の
規
定
に
従
っ
て
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
百
四
条

(a)

第
百
五
条

(b)

第
百
六
条

(c)

第
百
七
条

(d)
２

こ
の
表
に
掲
げ
る
留
保
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
。

分
野
。
「
分
野
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
一
般
的
な
分
野
を
示
す
。

(a)

小
分
野
。
「
小
分
野
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
個
別
の
分
野
を
示
す
。

(b)



564

産
業
分
類
。
「
産
業
分
類
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
で
あ
っ
て
、
該
当
す
る
国
内
産
業
分
類
又
は
国
際
産
業

(c)
分
類
の
下
で
行
わ
れ
る
も
の
を
、
透
明
性
の
観
点
か
ら
の
み
示
す
。

留
保
の
種
類
。
「
留
保
の
種
類
」
に
は
、
１
に
規
定
す
る
義
務
で
あ
っ
て
留
保
の
対
象
と
な
る
も
の
を
特
定
す
る
。

(d)

概
要
。
「
概
要
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
分
野
、
小
分
野
又
は
活
動
の
範
囲
を
記
載
す
る
。

(e)

現
行
の
措
置
。
「
現
行
の
措
置
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
分
野
、
小
分
野
又
は
活
動
に
つ
い
て
適
用
す
る
現
行
の

(f)
措
置
を
、
透
明
性
の
観
点
か
ら
明
示
す
る
。

３

留
保
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
留
保
に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
考
慮
す
る
。
「
概
要
」
が
そ
の
他
の
全
て
の
事
項
に

優
先
す
る
。

４

金
融
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、

日
本
国
は
、
附
属
書
七
第
八
条
１
の
文
脈
に
お
け
る
信
用
秩
序
の
維
持
を
理
由
と
し
て
、
業
務
上
の
拠
点
の
法
的
な
形

(a)
態
に
対
す
る
差
別
的
で
な
い
制
限
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
日
本
国
は
、
同
様
の
理
由
に
よ
り
、

新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
へ
の
進
出
に
対
す
る
差
別
的
で
な
い
制
限
（
こ
の
よ
う
な
信
用
秩
序
の
維
持
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
の
規
制
の
枠
組
み
に
合
致
す
る
も
の
）
を
課
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
と
の
関
連
に
お
い
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て
、
証
券
会
社
は
、
日
本
国
の
関
係
法
律
に
定
義
す
る
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
、
及
び
銀
行
は
、
当
該

関
係
法
律
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
い
。

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
積
極
的
な
勧
誘
を
行
う
こ
と
な
く
ペ
ル
ー
の
区
域
内
に
お
い
て
日
本
国
内
の
サ
ー
ビ
ス
消
費
者
に

(b)
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
第
百
二
条
１

の
規
定
に
基
づ
い
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
認
め
る
。

(d)
(ii)

５

第
百
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
周
波
数
の
ス
ペ
ク
ト
ル
の
利
用
可
能
性
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て

は
、
特
定
の
約
束
に
係
る
表
へ
の
記
載
の
た
め
の
指
針
（
二
千
一
年
三
月
二
十
八
日
付
け
の
世
界
貿
易
機
関
文
書
Ｓ
／
Ｌ
／

第
九
十
二
号
）
の
別
添
六
を
考
慮
し
て
、
こ
の
表
に
は
含
ま
れ
な
い
。

６

こ
の
編
の
規
定
の
適
用
上
、

「
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
」
と
は
、
総
務
省
統
計
局
が
作
成
し
、
二
千
七
年
十
一
月
六
日
に
改
定
し
た
日
本
標
準
産
業
分
類
の
番
号

(a)
を
い
う
。

「
Ｃ
Ｐ
Ｃ
」
と
は
、
暫
定
的
な
中
央
生
産
物
分
類
（
統
計
文
書
Ｍ
第
七
十
七
号
、
国
際
連
合
国
際
経
済
社
会
局
統
計

(b)
部
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
千
九
百
九
十
一
年
）
を
い
う
。
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一

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

最
恵
国
待
遇
（
第
百
五
条
）

概
要

１

日
本
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
お
い
て
効
力
を
有
し
、
又
は
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
前
に

署
名
さ
れ
た
全
て
の
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
協
定
に
基
づ
き
各
国
に
対
し
異
な
る
待
遇
を
与
え
る
措
置
を
採
用

し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

２

日
本
国
は
、
１
に
規
定
す
る
協
定
以
外
の
全
て
の
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
協
定
に
基
づ
き
各
国
に
対
し
異
な

る
待
遇
を
与
え
る
措
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
事
項
に
関
係
す
る
も
の
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利

を
留
保
す
る
。

航
空

(a)

漁
業

(b)

海
事
（
海
難
救
助
を
含
む
。
）

(c)

注

海
事
に
は
、
湖
及
び
河
川
に
お
け
る
運
輸
業
を
含
む
。

現
行
の
措
置

二

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）
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市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
指
定
さ
れ
た
企
業
又
は
政
府
機
関
（
以
下
「
企
業
等
」
と
い
う
。
）
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い
る
日
本

国
内
に
お
け
る
電
信
サ
ー
ビ
ス
、
郵
便
サ
ー
ビ
ス
及
び
公
営
競
技
等
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
並
び
に
貨
幣
の
販
売

に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

指
定
さ
れ
た
企
業
等
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い
る
日
本
国
内
に
お
け
る
電
信
サ
ー
ビ
ス
、
郵
便
サ
ー
ビ
ス
及
び
公
営

競
技
等
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
並
び
に
貨
幣
の
販
売
が
こ
れ
ら
の
指
定
さ
れ
た
企
業
等
以
外
の
企
業
等
に
対
し
て

自
由
化
さ
れ
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
指
定
さ
れ
た
企
業
等
が
非
商
業
的
な
原
則
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
な
く
な
る
場

合
に
は
、
日
本
国
は
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
五
条

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
一
条

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
二
条

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
一
条

小
型
自
動
車
競
走
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
三
条

当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
条

通
貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
十
条

三

分
野

全
て
の
分
野
（
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
）

小
分
野
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産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
百
五
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
時
の
状
況
の
下
で
日
本
国
政
府
が
認
識
し
て
い
た
か
、
又
は
認
識
し
得
た

サ
ー
ビ
ス
以
外
の
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
時
に
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
又
は
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
お
い
て
明
示
的
か
つ
具
体
的
な
記
述
に
よ
り
分
類
さ
れ
て

い
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
そ
の
時
点
で
日
本
国
政
府
が
認
識
し
得
た
も
の
と
す
る
。

日
本
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
時
に
は
技
術
的
に
提
供
可
能
で
な
か
っ
た
あ
ら
ゆ
る
態
様
で
の
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

こ
の
留
保
は
、
附
属
書
七
第
三
条
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

現
行
の
措
置

四

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

概
要

日
本
国
は
、
日
本
国
政
府
又
は
日
本
国
の
公
的
機
関
が
直
接
又
は
間
接
に
研
究
及
び
開
発
に
提
供
す
る
財
政
上
そ

の
他
の
方
法
に
よ
る
拠
出
金
を
含
む
研
究
及
び
開
発
に
係
る
補
助
金
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
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利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

五

分
野

航
空
宇
宙
産
業

小
分
野

航
空
機
産
業
に
関
連
す
る
機
械
の
修
理

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
サ
ー
ビ
ス
貿
易
一
般
協
定
に
基
づ
く
約
束
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
小
分
野
に
係
る
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

航
空
機
製
造
事
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
三
十
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
条

六

分
野

航
空
宇
宙
産
業

小
分
野

衛
星
及
び
ロ
ケ
ッ
ト
に
関
連
す
る
機
械
の
修
理

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）
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現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
こ
の
小
分
野
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す

る
。

現
行
の
措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
三
十
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
条

七

分
野

武
器
・
火
薬
産
業

小
分
野

武
器
・
火
薬
産
業
に
関
連
す
る
機
械
の
修
理

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
こ
の
小
分
野
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す

る
。

現
行
の
措
置

武
器
等
製
造
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
条
及
び
第
五
条

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
三
十
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
条

八

分
野

事
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

労
働
者
派
遣
業
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産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
一
二
一

労
働
者
派
遣
業

留
保
の
種
類

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

概
要

日
本
国
は
、
労
働
者
派
遣
業
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年

法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
章

九

分
野

教
育
、
学
習
支
援
業

小
分
野

初
等
及
び
中
等
教
育
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
一

幼
稚
園

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
二

小
学
校

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
三

中
学
校

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
四

高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
五

特
別
支
援
学
校

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
初
等
及
び
中
等
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す

る
。

現
行
の
措
置

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
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私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条

十

分
野

エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業

小
分
野

原
子
力
に
関
連
す
る
機
械
の
修
理

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
〇
一
一

一
般
機
械
修
理
業
（
建
設
・
鉱
山
機
械
を
除
く
。
）

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
九
〇
一
一
の
下
で
の
活
動
の
う
ち
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
は
、
原
子
力
産
業
に
関
連
す
る
も
の

に
限
ら
れ
る
。

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
百
五
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
こ
の
小
分
野
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す

る
。

現
行
の
措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
三
十
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
条

十
一

分
野

エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業

小
分
野

エ
ネ
ル
ギ
ー
流
通
に
付
随
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
報
酬
を
受
け
、
又
は
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
電
気
の
託
送
サ
ー
ビ
ス
）

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
三
〇

管
理
、
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
三
一

電
気
業
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留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
百
五
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
こ
の
小
分
野
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す

る
。

現
行
の
措
置

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
条
及
び
第
五
条

十
二

分
野

エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業

小
分
野

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
八
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
廃
棄
物
処
理
業

留
保
の
種
類

最
恵
国
待
遇
（
第
百
五
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
こ
の
小
分
野
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す

る
。

現
行
の
措
置

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
五
章

十
三

分
野

エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業

小
分
野

報
酬
を
受
け
、
又
は
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
天
然
ガ
ス
の
輸
送
サ
ー
ビ
ス
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産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
四
〇

管
理
、
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
四
一
一

ガ
ス
製
造
工
場

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
四
一
二

ガ
ス
供
給
所

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
百
五
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
こ
の
小
分
野
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す

る
。

現
行
の
措
置

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
条
及
び
第
五
条

十
四

分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

銀
行
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
（
保
険
を
除
く
。
）

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
次
の
事
項
を
除
き
、
銀
行
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
第
百
二
条
１

に
定
義

(d)
(i)

す
る
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

日
本
国
内
の
金
融
機
関
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
日
本
国
の
関
係
法
令
に
定
め
る
も
の
を
相
手
方
と
す
る
証

(a)
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券
関
連
の
取
引

投
資
信
託
の
受
益
証
券
及
び
投
資
証
券
の
日
本
国
内
の
証
券
会
社
を
通
じ
た
販
売

(b)

注

勧
誘
は
、
日
本
国
内
の
証
券
会
社
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
属
書
七
第
二
条
１

に
規
定
す
る
金
融
情
報
の
提
供
及
び
移
転
並
び
に
金
融
デ
ー
タ
の
処
理
並
び
に

(c)

(a)
(ii)
(K)

同
条
１

に
規
定
す
る
銀
行
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
助
言
そ
の
他
の
補
助
的
な

(a)
(ii)
(L)

金
融
サ
ー
ビ
ス
（
仲
介
を
除
く
。
）

日
本
国
は
、
附
属
書
七
第
二
条
１

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
除
き
、
銀
行
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他

(a)
(ii)
(A)

(L)

の
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
第
百
二
条
１

に
定
義
す
る
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
措
置
を
採

(d)
(ii)

用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
九
条
、
第
二
十
九
条
の
二
及
び
第
六
十
一
条

十
五

分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
ペ
ル
ー
内
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
ペ
ル
ー
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
提
供
す
る
次
の
サ
ー
ビ
ス

（
本
人
と
し
て
、
仲
介
に
よ
り
又
は
仲
介
者
と
し
て
提
供
す
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。
）
を
除
き
、
保
険
及
び
保

険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
第
百
二
条
１

及
び

に
定
義
す
る
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る

(d)
(i)

(ii)
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措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

次
の
事
項
に
関
連
す
る
危
険
に
対
す
る
保
険

(a)

海
上
運
送
、
商
業
航
空
並
び
に
宇
宙
空
間
へ
の
打
上
げ
及
び
運
送
貨
物
（
衛
星
を
含
む
。
）
。
当
該
保
険

(i)
は
、
運
送
さ
れ
る
貨
物
及
び
貨
物
を
運
送
す
る
手
段
並
び
に
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
生
ず
る
責
任
の
い
ず
れ
か

又
は
全
て
を
対
象
と
す
る
。

国
際
間
の
運
送
中
の
貨
物

(ii)
再
保
険
、
再
々
保
険
及
び
附
属
書
七
第
二
条
１

に
規
定
す
る
保
険
の
補
助
的
な
サ
ー
ビ
ス

(b)

(a)
(i)
(D)

注

保
険
仲
介
サ
ー
ビ
ス
は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
提
供
が
認
め
ら
れ
て
い
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
の
み
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

現
行
の
措
置

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
十
五
条
、
第
百
八
十
六
条
、
第
二
百
七
十
五
条
か
ら
第
二
百
七
十

七
条
ま
で
、
第
二
百
八
十
六
条
及
び
第
二
百
八
十
七
条

十
六

分
野

漁
業

小
分
野

領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
三
一

海
面
漁
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
三
二

内
水
面
漁
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
四
一

海
面
養
殖
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
四
二

内
水
面
養
殖
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
〇
九
三

遊
漁
船
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）
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最
恵
国
待
遇
（
第
百
五
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る

措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
「
漁
業
」
と
は
、
水
産
資
源
の
採
取
及
び
養
殖
の
事
業
を
い
い
、
漁
業
に
関
連
す
る
次
の

サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。

水
産
資
源
の
採
取
を
伴
わ
な
い
調
査

(a)

集
魚

(b)

漁
獲
物
の
保
蔵
及
び
加
工

(c)

漁
獲
物
及
び
そ
の
製
品
の
輸
送

(d)

漁
業
に
使
用
さ
れ
る
他
の
船
舶
へ
の
補
給

(e)

現
行
の
措
置

外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
条
、
第
四
条
及
び
第
六
条

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
六

号
）
第
四
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条

十
七

分
野

情
報
通
信
業

小
分
野

放
送
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
八
〇

管
理
、
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
八
一

公
共
放
送
業
（
有
線
放
送
業
を
除
く
。
）
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Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
八
二

民
間
放
送
業
（
有
線
放
送
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
八
三

有
線
放
送
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
放
送
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
章

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
章
及
び
第
五
章
か
ら
第
八
章
ま
で

十
八

分
野

製
造
業

小
分
野

航
空
機
産
業
、
火
薬
産
業
、
武
器
産
業
及
び
航
空
宇
宙
産
業
に
付
随
す
る
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
こ
の
小
分
野
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す

る
。

現
行
の
措
置

航
空
機
製
造
事
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で

武
器
等
製
造
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
条
及
び
第
五
条
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十
九

分
野

法
の
執
行
及
び
矯
正
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
社
会
事
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
百
五
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
法
の
執
行
及
び
矯
正
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
並
び
に
所
得
に
関
す
る
保
障
又
は
保

険
、
社
会
保
障
又
は
社
会
保
険
、
社
会
福
祉
、
公
衆
の
た
め
の
訓
練
、
保
健
、
保
育
等
の
社
会
事
業
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

二
十

分
野

警
備
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
二
三

警
備
業

留
保
の
種
類

内
国
民
待
遇
（
第
百
四
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
百
六
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
百
七
条
）

概
要

日
本
国
は
、
警
備
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
四
条
及
び
第
五
条
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（
第
二
編
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
及
び
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
こ
の
附
属
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。
）


